
◇主な内容◇ 
●災害ボランティアセンター活動報告 

●生活福祉資金貸付制度のご案内 

●災害義援金を募集 

●お知らせ 



このたびの台風19号により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

田野畑村社会福祉協議会では、10月15日から被災家屋を訪問してニーズの調査を行い、10月17日

から島越地区コミュニティセンターに田野畑村災害ボランティアセンターを開設しました。

週末を中心にボランティアの受入れを行い、11月23日まで延べ206名のボランティアの皆さまに

ご協力いただき、被災家屋の片付け、清掃、泥出し、家財の搬出、荷物の引っ越し、災害ごみの搬

出などの作業に対応してまいりました。

おかげさまで、ボランティアの依板に対する作業も収束したことから、11月23日をもちまして田

野畑村災害ボランティアセンターを閉所いたしました。

ボランティアの皆さまをはじめ、関係者の方々にはご支援ご協力を賜り、深く感謝申し上げます。
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災害ボランティアセンターの運営にあたり、支援物資や資材、運営支援、ボランティア登録などのご

協力を賜りました。

○岬q変人いわて連携復興センター　○㈹袈人フードバンク岩手　○いわて昭と害支援ネットワーク

○一般社団法人S鳳EIWm　○島越自治親交会　○岩手県社会福祉協議会　○一関市社会福祉協議会

○岩泉町社会福祉協議会　○豊中市社会福祉協議会（大阪府）　○日本赤十字社岩手県支部

○岩手県立大学　○第一生命保険㈱盛岡支社宮古営業オフィス　○いわて生活協同組合

ON⊃C法人体験村・たのはたネットワーク　○学校法人向上学園向上高校　○早稲田大学思惟の森の会

○ボランティアの皆さま（順不同・敬称略）

ご支援・ご協力ありがとうございました
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～台風19号により被災された世帯の皆さまへ～

岩手県社会福祉協議会では、台風19号により被災された世帯を対象に、次のとおり貸付を
行っています。

l福　祉　資　金　福　祉　責1 
被害の程度が「災害弔慰金の支給等に関する法律」による災害援護資金の貸付対象と 

ならない世帯に対して、災害を受けたことにより臨時に必要となる経費や、住宅の補修 

等の経費の貸付を行います。 

貸付対象世帯 �○低所得世帯 �� ○陣がい者世帯 

○高齢者世帯（※所得制限があります） 

資金の種類 と貸付内容 �災害を受けたことに �○貸付限度額（目安）…150万円以内 

○据置期間‥・貸付の日から2年以内 

より臨時に必要とな �○償還期間…据置期間経過後20年以内 

る経費 �○貸付利子‥「連帯保証人がいる場合は無利子、 

いない場合は年1．5％ 

住宅の補修等の経費 �○貸付限度額（目安）…250万円以内 

○据置期間…賃付の日から2年以内 

○償還期間…据置期間経過後20年以内 

○貸付利子・‥連帯保証人がいる場合は無利子、 

いない場合は年1．5％ 

緊急小　口　資金特例貸付 � 

貸　付　対　象 �被災された方で岩手県内に住所があり、当面の生活費を必要とする世帯 ��� 

貸付限度額 �原則として、1世帯につき1回限り10万円以内 

※ただし、次の①から④のいずれかに該当する場合は、1世帯につき1回 

限り20万円までの貸付も可 

（》世帯員の中に被災による死亡者がいる場合 

②世帯員に要介護者がいる場合 

③4人以上の世帯である場合 

④世帯員に被災による重傷者、妊産婦、学齢児童がいる場合 

据　置　期　間 �貸付の日から1年以内 

償　還　期　間 �据置期間終了後2年以内 

貸　付　利　子 �無利子（※償還期限後は残元金に対して年5．0％の延滞利子が発生します） 

◎詳しくは、村社会福祉協議会（℡33－3025）までお問い合わせください。

◎上記の資金は貸付金ですので、償還（返済）していただく必要があります。

たのはたの福祉No．92④



災 �害 �義 �援金を �募集 
災害により被災された方々を支援するため、各共同募金会では次のとおり義援金を募集してい

ます。

共同募金会名／義援金の名称 �募集期間 
社会福祉法人　岩手県共同募金会 �令和2年3月31日（火）まで 

令和元年台風第19号災害義援金 

※詳細は下記のとおり 

社会福祉法人　千葉県共同募金会 �令和元年12月30日（月）まで 

令和元年台風第15号千葉県災害義援金 

社会福祉法人　佐賀県共同募金会 �令和2年2月28日（金）まで 

令和元年8月佐賀県豪雨災害義援金 

社会福祉法人　北海道共同募金会 �令和2年3月31日（火）まで 

平成30年北海道胆振東部地震災害義援金 

社会福祉法人　中央共同募金会 �令和2年6月30日（火）まで 

平成30年7月豪雨災害義援金 

社会福祉法人　熊本県共同募金会 �令和2年3月31日（火）まで 

平成28年熊本地震義援金 

◆義援金の受付・問い合わせ先

岩手県共同募金会田野畑村共同募金委員会（村社会福祉協議会内℡33－3025）

～令和元年台風第19号災害義援金～ 

◆募集期間 

令和2年3月31日（火）まで　　　　　　　　　　聞7二 

◆義援金受入口座　　　　　　　　　　　　撃¢　　　芸や汚0ク 

◆ ◆ �金融機関各口座手口 �口座名　義 �　　1 　、、－≠一′－、【1 　ー●叫、′ヽノ 十　　十人 

岩手銀行　本店 �社会福祉法人岩手県共同募金会 

普通預金 �令和元年台風第19号災害義援金 �　ヽヾ1 已洩。1＿．蔓轟沸、．嚢・蒜丁 場合があります。詳細は各金融機関に 止協議会内）でも受け付けます。 
2292155 �会長　長山　洋 

※全国銀行協会加盟銀行からの送金手数料は無料扱いになる 

お問合せください。 

その他 

①この義援金は税制優遇措置の対象となります。 

②義援金は、田野畑村共同募金委員会（田野畑村社会福 

③災害義援金のみ取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。 

④岩手県共同募金会でとりまとめた義援金は、岩手県、日本赤十字社岩手県支部、岩手県共同募 

金会等で構成される義援金配分委員会で決定し、被災者に配分します。 

問い合わせ先 

岩手県共同募金会田野畑村共同募金委員会（田野畑村社会福祉協議会内℡33－3025） 
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◎お問い合わせ、申し込みなどは、

田野畑村社会福祉協議会事務局

（℡33－3025）まで

理容サービス事業

◆対象者…村内のおおむね65歳以上の在宅で

外出が困難な高齢者又は降がい者など

◆内容…依頼を受けた理容店が利用者の自宅

まで訪問し、散髪を行います（理容券の発

行枚数：年4枚まで利用可能）

◆利用料…1回につき1，000円

宅配ボランティアを募集

「まごころ食事サービス事業」にご協力いた

だける宅配ボランティアを募集します。

◆募集人数…1名

◆担当地区・・・猿山・大声・切牛浜岩泉

◆担当件数…6世帯　※増減する場合もあります

◆活動日…月1回（第4金曜日）

◆活動内容…対象世帯（高齢者世帯など）に昼食

（弁当）の配達

◆活動時間…2時間程度

◆応募要件‥・運転免許を持ち自分の車を運転で

きる方（任意保険に加入していること）

◆その他

①ボランティア活動保険に加入します

※保険料は村社会福祉協議会で全額負担

（ヨガソリン代相当の謝礼を支給いたします

使用済み切手などを募集

県内の工業高校や大学の生徒たちが使われなく

なった車いすを修理して、海外の方々に寄贈する
「いわて亭いすフレンズ」の活動を支援するため、

使用済み切手、使用済みプリペイドカード、書き

損じはがきを随時募集していますので、皆さまの

ご協力をお願いします。

寄付いただいた使用済み切手などは、岩手県社

会福祉協議会を通じて、車いすを海外へ輸送する

ための費用に役立てられます。

￥
－：使用済み切手は、はがきや

：封筒からはがさずに、切手
：の周囲を5mmから18m程度

：残して、切手の目打ち（切

手の周りのギザギザ部分）

に切り込みを入れないよう

に切り取ってください。
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たすけあい資金の貸付

◆利用できる世帯・・・低所得世帯又は一時的な生活

困窮世帯で、村内に住所が有り、担当民生委員

が貸付を必要と認める世帯など

※生活保護世帯は除きます

◆貸付限度額…1世帯10万円以内

◆貸付の条件・・・村内又は近隣市町村に住所が有り

返済能力のある65歳以下の連帯保証人1名が必要

◆返済期間‥・5万円未満は6か月以内、5万円以

上10万円未満は1年以内

◆貸付利子・・・無利子

◆返済方法・・・返済期間内に一括又は月賦払い

※返済期間内に返済が完了できない場合は、延滞利子

が発生します

心配ごと相談所の開設
◆開設日時・・・毎月第4木曜日10：00～12：00

－；ぎ・＝仁≡
◆開設場所・・・旧保健センター内

生活福祉資金の貸付

◆利用できる世帯・・・低所得世帯、障がい者世帯、高

齢者世帯、生活保護世帯

◆資金の種類

（訂総合支援資金（生活支援費、住宅入居費、一時

生活再建費）

②福祉資金（福祉費、緊急小口資金）

③教育支援資金（教育支援費、就学支度費）

④不動産担保型生活資金

※資金の種類ごとに貸付対象世帯が異なります

◆貸付利子

連帯保証人を立てた場合　　→　無利子

連帯保証人を立てない場合　→　年1．5％

※教育支援資金と緊急小口資金は、連帯保証人の有無に

かかわらず無利子

降がい者不利益取扱相談窓口

平成23年7月1日から施行された「陣がいのあ

る人もない人も共に学び共に生きる岩手県づくり

条例」により、陣がいのある方に対する不利益な

取扱いの解消に向けて、不利益な取扱いに関する

相談を受け付けます。

◆受付日時…平日9：00～17：00

日常生活自立車鱒事業（愛称「あ～しんねっと」）

◆利用できる方…自分ひとりで判断をすることに不安な方やお金の管理に困っている方（認知症高齢
者、知的陣がい者、精神陣がい者など判断能力が不十分な方）など

◆サービスの内容

福祉 �ビスの �：、、弼 �さまざまな福祉サービスの利用に関する情報の提供や相談、契約手続 
の代行や代理、利用料金の支払い手続、苦情を解決する手続など 

日常 �銭朋 � �年金及び福祉手当の受領に必要な手続、医療費や税金・公共料金の支 
払い手続、預貯金の出し入れなどの手続など 

酉かリサ � �希望する重要な証書類（年金証書、預貯金通帳、証書など）を保管 

◆サービスの利用料金・・・1回1時間あたりおおむね1，300円（相談は無料）

地域包括支援センター
地域包括支援センターでは、主任介護支援専門員、

保健師、社会福祉士の専門職が、高齢の方の介護や

在宅生活に関する悩みごとなどの相談に応じます。

◆連絡先・＝℡32－3013

◆受付日時…平日8：30～17：15

（∋たのはたの福祉No．92

地域子育て支援センタ＿一

地域子育て支援センターでは、保育士と看

護師の専門職が、子育てに関する悩みごとな

どの相談に応じます。

◆連絡先…℡33－3688、070－2036－9917

◆受付日時日平日9：00～16：00



蘭画領廟弧

9月14日、若鶴会の会主：若柳貴千鶴様と田野畑村

代表：関根妙子様より、9月8日にホテル羅賀荘で行
われた「若鶴会・第2回秋のおどり」の収益金3万円
を村社会福祉協議会にご寄附いただきました。

若鶴会は、本村島越出身で盛岡市在住の勝又チヅ子

さんが会主となり、平成7年より盛岡市、二戸市、矢

巾町、岩泉町、田野畑村を回り指導を行っております。
現在30名を超える会員が、それぞれの地域で老人ホー
ム慰問、歳末たすけあい演芸会、お祭りや敬老会など、

ボランティア活動や演舞に積極的に取り組んでおりま

す。

今回の寄附金は、村社会福祉協議会の「福祉基金」
に積み立てて、村の福祉のために活用させていただき

ます。ありがとうございました。

編集・発行　　社会福祉法人　田野畑村社会福祉協議会 

Eメール：tanO－Shakyo＠poem．ocn．ne．jp 
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